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○特定取引を行うに際しては、その顧客（個人）について『取引時確認』を実施しなければいけません（法4条1項）。

令和9年4月1日で廃止令和9年4月1日より施行

取引時確認の実施／本人特定事項の確認①（顧客が個人の場合（対面取引））

※顧客に代理人がたっている場合には、その代理人についても「本人特定事項」を確認する必要があります（法4条4項）。
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取引時確認の実施／本人特定事項の確認②（顧客が個人の場合（非対面取引））

○特定取引を行うに際しては、その顧客（個人）について『取引時確認』を実施しなければいけません（法4条1項）。

令和9年4月1日で廃止令和9年4月1日より施行
※顧客に代理人がたっている場合には、その代理人についても「本人特定事項」を確認する必要があります（法4条4項）。
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非居住外国人等の確認方法
１．【提示のみ法（現行の規則第6条第1項第1号イに相当する方法）】

写真付き本人確認書類の原本の提示を受ける。【A群・D群】

３．【受理＋送付法２（規則第6条第1項第1号リに相当する方法）２．【受理＋送付法１（現行の規則第6条第1項第1号チの一部に相当する方法）】

顧客等から、以下のいずれかを受けた上で、その書類等に
記載のある顧客の住居宛てに取引関係文書を書留による転
送不要郵便物等として送付する方法。

①現住居の記載のある本人確認書類の写し２枚（異なるも
の）の送付【A群～E群】

②現住居の記載のある本人確認書類【A群～E群】の写し１
枚、及び現住居の記載のある補完書類（原本または写し）
１点の送付

③現住居の記載のない本人確認書類【A群～E群】の写し１
枚、及び現住居の記載のある補完書類（原本または写し）
２点の送付

顧客等から以下のいずれかを受けた上で、その書類等に記載
の顧客の住居宛てに取引関係文書を書留による転送不要郵便
物等として送付する方法。

①本人確認書類（偽造・改ざん対策が施された写真なし本人
確認書類（住民票の写し等）を除く。）の原本の送付【A
群・B群・D群・E群】

②ソフトウェアを使用して、本人確認書類の画像の送信【A
～E群】

取引時確認の実施／本人特定事項の確認③（非居住外国人等に係る特例措置）

○特定取引を行うに際しては、その顧客（個人）について『取引時確認』を実施しなければいけません（法4条1項）。
※顧客に代理人がたっている場合には、その代理人についても「本人特定事項」等を確認する必要があります（法4条4項）。
○犯罪収益移転防止法施行規則の改正による「非居住外国人等に係る特例措置」は令和9年４月１日より施行。
○「非居住外国人等」とは、本邦内に住居を有する外国人のうち住民基本台帳の適用を受けない者（外交官・領事館、米軍関
係者、短期在留者等）及び本邦内に住居を有しない者※1（海外居住者、観光客等） ※1：「１．【提示のみ法】」は除く

※令和9年4月1日施行
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取引時確認の実施／本人特定事項の確認④（顧客が法人の場合）

○特定取引を行うに際しては、その顧客（法人）について『取引時確認』を実施しなければいけません（法4条1項）。
※法人の代表者等の実際に「特定取引の任に当たっている自然人」についても「本人特定事項」を確認する必要があります（法4条4項）。

確認方法
２．【公的なオンライン情報等を利用する方法（規則第6条第1項第３号
ロ、ハ）】１．【提示のみ法（規則第6条第1項第３号イ）】

対
面
取
引

顧客の代表者等と面談し、法人の名称及び本店等の所在地の申告等を受
けた上で、次のいずれかの方法で確認する。
⑴（一財）民事法務協会の「登記情報提供サービス」を利用し、同協会

から当該法人の登記情報の送信を受け、法人の名称及び本店等の所在地
を確認する（第３号ロ）。

⑵ 国税庁の「法人番号公表サイト」に記載のある当該法人の公表事項を
利用し、法人の名称及び本店等の所在地を確認する（第３号ハ）。

顧客の代表者等から、下記に記載の本人確認書類のいずれかの原本の提
示を受ける。

４．【申告＋送付法】（規則第6条第1項第３号ロ、ハ）３．【オンラインで完結できる方法（規則第6条第1項第３号ロ、ホ）】

非
対
面
取
引

顧客の代表者等から法人の名称及び本店等の所在地の申告を受けた上で、
次のいずれかの方法に加えて、顧客の本店等宛てに取引関係文書を書留
による転送不要郵便物等として送付する。
⑴ 当該法人の代表権を有する者として登記されていない担当者等から申

告を受け、「登記情報提供サービス」を利用し、法人の名称及び本店
等の所在地を確認する（第３号ロ）。

⑵ 国税庁の「法人番号公表サイト」に記載のある法人の公表事項を利用
し、法人の名称及び本店等の所在地を確認する（第３号ハ）。
※ 非対面取引で「法人番号公表サイト」を利用する場合は、当該法人の代表者等に関

する「法人の代表権を有する役員としての登記」の有無にかかわらず、取引関係文
書の送付が必要であり、【オンラインで完結できる方法】には該当しない。

次のいずれかの方法で確認する。
⑴ 顧客の代表者等から法人の名称及び本店等の所在地の申告等を受けた

上で、（一財）民事法務協会の「登記情報提供サービス」を利用し、
同協会から当該法人の登記情報の送信を受け、法人の名称及び本店等
の所在地を確認する（第３号ロ）。
※この「顧客の代表者等」は、「法人の代表権を有する役員としての登記がある

者」に限る。この登記がない場合は、次の【申告＋送付法】(1)の方法が必要。

⑵ 顧客の代表者等から、商業登記法に基づき作成された電子証明書と、
それにより電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受け
る（第３号ホ）。
※ この「顧客の代表者等」は、「法人の代表権を有する役員としての登記」の有無

を問わない。
５．【受理＋送付法】（規則第6条第1項第３号ニ）

ア．顧客の代表者等から法人の本人確認書類の原本または写し※1の送付を受けるとともに、※1:外国に本店がある法人は写しの送付が認められる。
イ．当該本人確認書類等に記載のある顧客の本店等宛てに取引関係文書を書留による転送不要郵便物等として送付する方法。

顧客が法人である場合の「本人特定事項」の確認に用いることのできる主な本人確認書類
法人の設立の登記に係る登記事項証明書、印鑑登録証明書
官公庁から発行又は発給された書類で、法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
一定の外国政府・国際機関が発行する書類等（法人の名称及び本店または主たる事務所の所在地の記載あるもの）

令和9年4月1日で廃止
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（１）本人確認方法の一つである【提示のみ法】においては、自然人の場合には運転免許証やマイナンバーカードなどの「顔

写真付本人確認書類」の原本の提示を受け、券面の記載事項（本人特定事項）や顔写真を確認するということになります。

（２）しかし、近年、偽造された運転免許証やマイナンバーカード等を利用する詐欺的取引が多発しており、これを受け、警察

庁では犯罪収益移転防止法施行規則を改正し、令和９年４月１日より、ICチップ情報が格納されている本人確認書類に
ついて、券面の記載事項等の確認だけではなく、ICチップ情報が表示されるか、券面の記載事項と一致しているかなど、
ICチップ情報の読み取りを行うことが義務付けられました。

（３）上記のICチップ情報の読み取りに関連し、デジタル庁では「マイナンバーカード対面確認アプリ」を無料で公開しています。
本件アプリを特定事業者の担当者等が、スマートフォンなどにインストールすることにより、顧客のマイナンバーカードの

ICチップ情報を、パスワードなしで表示することが可能です。
（４）なお、本件アプリは、スマートフォンに搭載されたカード代替電磁的記録（特定電磁的記録）の確認にも対応済みとされて

おりますが、この確認では、【カード代替電磁的記録の送受信による方法】には対応しておりませんので、注意が必要です。

（５）本件アプリのダウンロードページ他のURL等は下記の通りですので、積極的にご活用ください。

ICチップ情報の読み取り（マイナンバーカード対面確認アプリ）
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